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中小企業の事業主の皆さんへ（岩手県からのお知らせ） 
 県では、「平成２３年東北地方太平洋沖地震」により、事業活動に支障が生じている県内中小
企業者に、早期の事業再開を行うために必要な資金を融資します。 
▽融資対象者 本市において、事務所または事業所が罹災した中小企業者で、市長が発行する罹
災証明書を受けた人 
※罹災証明書を受けることが困難な場合は、当分の間金融機関または県信用保証協会が罹災状況
を確認することで、証明書を受けない罹災中小企業も貸し付け対象者としています。 
▽融資条件 

▽取扱期間 平成２４年３月３１日まで 
▽申込方法 最寄りの取扱金融機関にご相談ください。 
≪取扱金融機関≫普通銀行、信用金庫、㈱商工組合中央金庫の県内各本支店 
※融資を受けるには、取扱金融期間の融資審査、県信用保証協会の保証審査が必要となり、審査
の結果ご希望に添えないこともあります。 
 詳しくは、岩手県商工労働観光部経営支援課金融担当（電話０１９－６２９－５５４２）まで。 
 
◆雇用保険失業給付、雇用調整助成金等について（ハローワークからのお知らせ） 
 ハローワークでは、このたびの大震災にかかる雇用失業保険給付の特例措置を講じています。 
１ ハローワークに来所できない方々の「失業の認定日」の取り扱いについて 
 雇用保険失業給付を受給している方が、災害のため指定された失業の認定日に、ハローワーク
に来所できないときは、電話などで連絡すれば失業の認定日を変更することができます。 
２ 居住地管轄ハローワーク以外での失業給付の受給手続きについて 
 交通の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハローワークに来所できないとき
は、来所可能なハローワークで失業給付の手続きをすることができます。 
３ 災害時における雇用保険の特例措置について 
 【概要】 
  ①事業所が被災したことにより、休止・廃止したために休業を余儀なくされ、賃金を受ける

ことができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付（雇用保険の
基本手当）を受給できます。（休業） 

  ②災害救助法の指定地域にある事業所が被災し、事業が休止・廃止したために、一時的に離
職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、
失業給付を受給できます。（離職） 

 また、大震災被害に伴い「従業員が出勤できない」、「原材料の入手ができない」、「来客がない」

資 金 使 途 設備資金・運転資金 
融資限度額 １千万円以内 
融 資 期 間 １０年以内（据置期間３年以内） 

融 資 利 率 

固定金利 
融資期間に応じて次のとおり 
融資期間３年以内     年１．７％以内 
    ３年超１０年以内 年１．９％以内 
※セーフティネット保証（１～６号）を利用する場合は、年０．１％引き下げ 

保 証 料 率 
県信用保証協会の信用保証を付し、保証料率は年０．４５～１．５０％（９区分）
セーフティネット保証を利用する場合は、年０．６％または０．７％ 
※信用保証料は県が全額補給を行いますので、ご負担はありません。 

担 保 不要 
保 証 人 原則として法人における代表者を除き不要 
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等の経済上の理由により、事業活動が縮小した場合には雇用調整助成金制度（中小企業で休業手
当相当額等の原則８割）が利用できます。 
詳しくは、岩手労働局職業安定課（電話０１９－６０４－３００４、または０８０－５９４９

－８１５５）まで、またはハローワーク大船渡に直接お越しください。 
 
◆高田高校から登校日のお知らせ 
 県立高田高等学校から、新２・３年生の登校日についてお知らせいたします。 
▽登 校 日 ４月８日（金） 
▽集合場所 第一中学校 
▽集合時間 ①新２年生 午前９時、②新３年生 午前１０時３０分 
▽持 ち 物 上履き 
※定刻までに第一中学校の校門近くに集合してください。なお、制服がある人は、制服を着用の
うえ登校してください。 
 
◆住宅が損壊し、新たに農地に住宅を建設する方へ（農業委員会からのお知らせ） 
 このたびの大震災で住宅が損壊したため、農地（田・畑）に「仮設住宅」や「一般個人住宅」
を建設する場合の農地法の適用について、下表のとおりお知らせいたします。 
 農地転用の許可申請 

通常 
・自己所有の農地に建設する場合→農地法第４条を適用 
・賃貸借や売買により用地を取得して建設する場合→農地法第５条を適用 

震災の特例措置 
※早急に、また宅地以外の土地がない場合に限り、復旧にかかる応急対応
として、特別に着工後に転用許可申請をできるものとします。 

※設置状況の把握のため、事後でかまいませんので設置場所と設置者の氏名などを農業委員会に
お知らせ願います。 
 
◆４月２日に無料弁護士相談を実施 
 ４月２日（土）午前９時から午後４時まで、市役所仮庁舎にて無料弁護士相談を実施します。
このたびの震災にかかる相続や生活相談など、皆様のお悩みについて専門家が対応いたします。 
 相談を希望される方は、当日に現地までお越しください。 
 
◆４月１日から巡回歯科診療を開始 
 社団法人岩手県歯科医師会では、次のとおり各避難所を巡回して診療を行います。なお、第一
中学校では、従来どおり平日の午前９時～正午、午後２時～４時、土日は午前９時から正午まで
診療を行っています。 
▽巡回日程 ４月１日（金）下矢作コミセン、２日（土）長部小学校、５日（火）広田小学校、
６日（水）モビリア、７日（木）高寿園（診療時間は、詳細が決まり次第広報でお知らせします） 
 
◆４月１日から住田町のコミュニティバスが、陸前高田～住田間の運行を開始 
 岩手県交通が運行を再開するまでの間、 
住田町では、４月１日（金）から２３日 
（土）まで、コミュニティバスを特別運 
行します。 
 料金は１区域１００円となっており、 
右図にしたがって計算します。詳細は、 
各避難所にバスダイヤなどを配布してお 
りますので、ご確認ください。 
 
◆無料災害用メガネサービス及び補聴器の電池無料サービスのお知らせ 
 ㈱ミキでは、無料災害用メガネサービス及び補聴器の電池無料サービスを下表のとおり行いま
す。（ただし、数量には限りがあります） 

会場 日時 
第一中学校 ４月 １日（金）午前１１時～午後１時、午後１時３０分～午後５時 
長部小学校 ４月１５日（金）午前１１時～午後１時３０分 
広田小学校 ４月１５日（金）午後３時～５時 
 

表

☆運行区域の設定について

【料金計算例】十八ストアから住田地域診療センターまで利用した場合、①・②・

③の３つの区域で乗車することから、料金は１００円×３区域＝３００円となります。

①
十八ストアー

田畑沢

③

②

堂の沢

小松十文字

川口

⑦⑥

⑤

住田地域

診療センター

④

⑧

上有住駅

土倉
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